
一般財団法人 黎明郷 弘前脳卒中･リハビリテーションセンター 

標準負担額

１食５１０円
９０日以下 １食２４０円
９１日以上 １食１９０円

１食５１０円
９０日以下 １食２４０円
９１日以上 １食１９０円

１食１１０円

一般（住民税課税世帯）

 住民税非課税世帯
 （低所得者Ⅱ）

過去１２ヶ月の
入院日数

 住民税非課税世帯（低所得Ⅰ）

70歳以上の方

区   分

一般（住民税課税世帯）

過去１２ヶ月の
入院日数

 住民税非課税世帯
70歳未満の方

食費
(1食)

居住費
(1日)

1日
合計

1月
合計

食費
(1食)

居住費
(1日)

1日
合計

1月
合計

食費
(1食)

居住費
(1日)

1日
合計

1月
合計

¥510 ¥370 ¥1900 約¥58900 ¥510 ¥370 ¥1900 約¥58900 ¥300 ¥0 ¥900 約¥27900

70歳未満 70歳以上

低所得 低所得者Ⅱ

¥240 ¥370 ¥1090 約¥33800 ¥240
※
90日超で
¥190

¥370 ¥1090
※

¥940

約¥33800
※

約¥29200

¥240
※
90日超で
\190

¥0 ¥720
※

¥570

約¥22400
※

約¥17700

低所得者Ⅰ ¥140 ¥370 ¥790 約¥24500 ¥110 ¥370 ¥700 約¥21700 ¥110 ¥0 ¥330 約¥10300

一般所得

※境界層該当者とは
　本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護の対象となるが、利用者負担等について本来よりも低い基準を適用して負担を軽減すれば、生活保護
を必要としない状態になる者

医療の必要性の低い者(Ａ) 医療の必要性の高い者(Ｂ)

【当院の場合】

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院中
指定難病患者(Ｃ)

¥300 ¥300 ¥300

★６５歳以上の療養病床に入院する方の食費・居住費(生活療養標準負担額)について

¥100 ¥0約\9300 約\9300
境界層該当者※

¥100 ¥0 ¥100 ¥0
老齢福祉年金受給者
(後期高齢者医療制度のみ)

約\9300

【当院の場合】

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟対象外

当院では、入院時食事療養費（Ⅰ）及び入院時生活療養費（Ⅰ）の届出を行っており、特別管理に

よる食事（管理栄養士によって管理された食事）を適時（朝食７時４５分、昼食１２時、夕食１８

時以降）、適温で提供しています。 

また、必要と認められた方に対し、治療の直接手段の食事として特別食を提供しています。 

■入院時食事療養費（Ⅰ） 

一般病棟に入院中の方、及び回復期リハビリテーション病棟に入院中(６５歳未満)の方に算定しています。 

★「入院時食事療養費の標準負担額」について（１食につき） 

  

■入院時生活療養費（Ⅰ） 
回復期リハビリテーション病棟に入院中(６５歳以上)の方、及び回復期リハビリテーション病棟の

“期限を超えて（対象外）”で入院中(６５歳以上)の方に算定しています。 

６５歳以上で“医療療養病床”に入院する場合は、介護保険の適用を受けて介護施設等に入所する者と健康 

保険で同様の給付を受けながら医療機関等に入院する者との調整を図るため、食費･居住費(光熱水費)を 

自己負担することになっております。 

   

◆ご不明な点などありましたら、１階事務室（医事課）までお問い合わせ下さい。 


